
「新潟めぐり！秋の休日チケット」利用約款 

 

（通則） 

第 1条 本約款は、東日本高速道路株式会社（以下「当社」といいます。）が発行する「新

潟めぐり！秋の休日チケット」（以下「チケット」といいます。）について適用します。 

 

（対象車両） 

第 2条 券面表示の普通車又は軽自動車等（車種区分は、道路整備特別措置法（昭和 31 年

3 月 14 日法律第 7 号）第 25 条第 1 項により当社が公告する高速道路の料金車種区分によ

ります。以下同じ。）が対象です。 

  

（適用期間等） 

第 3 条 適用期間は、平成 23 年 9 月 23 日（金）から平成 23 年 12 月 11 日（日）までとし

ます。 

２ このチケットは、適用期間中の土曜、日曜、祝日（「国民の祝日に関する法律」（昭和

23 年７月 20 日法律第 178 号）第２条に規定する「国民の祝日」及び第３条に規定する「休

日」をいう。以下同じ。）1日間に限りご利用できます。 

３ 平成 23 年 11 月 4 日（金）は休日として扱います。 

４ 第４条第３項に規定する有効日の判定は、出口料金所の取扱時刻によるものとします。

ただし、日本海東北自動車道 荒川胎内ＩＣを出口としてご利用する場合は、中条本線料

金所の取扱時刻をもって判定します。 

 

（利用方法） 

第 4条 新潟県内の高速道路（北陸自動車道／親不知 IC～新潟西 IC、関越自動車道／湯沢

IC～長岡 JCT、上信越自動車道／妙高高原 IC～上越 JCT、日本海東北自動車道／新潟亀田

IC～荒川胎内 IC、磐越自動車道／津川 IC～新潟中央 IC）の各 IC を出発地及び到着地とし

て利用される場合、券片１枚につき、チケット表紙記載の車種に属する自動車１台がご利

用いただけます。ただし、スマートＩＣを除きます。 

２ 券片は、出口料金所または本線料金所で、料金の支払い単位ごとに１枚回収させてい

ただきます。 

３ 最初の券片を回収する際、冊子本体に日付印を押印します。この日付がチケットの有

効日となります。 

４ 券片は 5 枚綴りとなっています。有効日内で最大 5 回まで、第１項に規定する新潟県

内の高速道路をご利用いただけます。 

５ ＥＴＣをご利用の場合は、チケットをご利用いただくことはできません。 

６ 高速道路の通行止めによる強制流出で出口料金所を通行する場合には、「通行止めご利



用券」を１枚回収させていただきます。 

７ チケット表紙記載の車種が普通車の場合は、軽自動車等でもご利用いただけます。 

８ チケットは、１冊につき同時に２台以上でご利用いただくことはできません。 

９ 実際に通行された区間の料金と券面表示の料金との差額の払い戻しはいたしません。 

10 チケットは、特別の事情により利用を中止することがあります。 

 

（無効） 

第 5 条 チケットは、次の各号の一に該当する場合は無効として回収し、通行された全区

間の料金を全額現金等でお支払いいただきます。この際、不正な使用と認められる場合は、

所定の割増金を併せて徴収させていただきます。 

一 汚損または破損等により券面表示事項が不明となったチケットを使用されたとき。 

二 券面表示事項または係員が記入もしくは押印した内容が改ざんされたチケットを使

用されたとき。 

三 冊子から切り離されたチケットを使用されたとき。ただし料金所係員が誤って切り離

したときでチケット裏面に料金所日付印が押印されクリップ等でとめられたチケットは

除く。 

四 有効日が過ぎたチケットを使用されたとき。 

五 その他不正な通行の手段としてチケットを使用されたとき。 

 

（領収書の発行） 

第 6 条 領収書は新潟県内の当社各料金所事務室、北陸自動車道 黒埼パーキングエリア

インフォメーション（上下）、関越自動車道 越後川口サービスエリアインフォメーショ

ン（上下）及び新潟支社（以下「料金所等」といいます。）でチケットを購入された時に

のみ発行いたします。チケットご利用時に領収書・利用証明書の発行はいたしません。 

 

（払い戻し） 

第 7条 チケットの一部が使用された後の払い戻しはいたしません。 

２ 完全に未使用のチケットに限り、平成 24 年 1 月 31 日（火）まで、料金所等において

払い戻しいたします。 

 

（払い戻し手数料） 

第 8 条 払い戻しを行う場合は、手数料としてチケット 1 冊につき 200 円（消費税込み）

を申し受けます。 

 



（車種の変更） 

第 9条 チケットは、理由の如何を問わず異なる車種への交換をいたしません。 

 

（再発行） 

第 10 条 チケットは、理由の如何を問わず再発行いたしません。 

 

（免責事項） 

第 11 条 当社は、次の各号に掲げるときにチケット利用者が被った被害について、一切責

任を負いません。 

一 当社の責めに帰することができない事由により、チケットの利用に影響を及ぼしたと

き。 

二 通行止めもしくは渋滞により、チケットの利用に影響を及ぼしたとき。 

 

（約款の変更） 

第 12 条 この約款は、特別の事情により変更することがあります。 

 

  

《 附 則 》 

この約款は、平成 23 年 9 月 23 日から平成 23 年 12 月 11 日までの間適用します。 

ただし、払い戻しに関する事項は、平成 23 年 9 月 21 日から平成 24 年 1 月 31 日までの

間適用します。 
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